
移管決定までの経過について（更新版） 

【令和２年度保存期間満了簿冊の移管指定スケジュール】 

①  各課による令和２年度満了予定簿冊の「満了」又は「延長」の判断 

各課では、令和２年度保存期間満了予定簿冊について、保存期間満了（＝来年度以降は業務

上使用しない）か、保存期間延長（＝来年度以降も業務上使用する）かを判断しました。 

状況 件数 割合 

満了〔公文書館に移管又は廃棄〕 112,681 89.6%

延長 〔後年次に移管か廃棄かを検討〕 13,088 10.4%

合計 125,769 100.0% 

②  各課による移管指定及び公文書館による移管指定 

各課では、保存期間満了と判断した簿冊の中から、公文書館に移管する簿冊を指定しました。

また、並行して公文書館でも、移管を求める簿冊を指定しました。その結果、各課では 767 件

を指定し、公文書館では 1,192 件を指定しました。 

【公文書館の移管指定状況】 【各課の移管指定状況】 

状況 件数 割合 状況 件数 割合 

移管指定 1,192 1.1% 移管指定 767 0.7%

 公文書館のみ指定   587  各課のみ指定      162

 双方で指定      605  双方で指定       605

非指定（＝廃棄） 111,489 98.9%  非指定（＝廃棄） 111,914 99.3%

合計 112,681 100.0%  合計 112,681 100.0% 
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③ 移管指定通知と協議開始 

公文書館及び各課の指定状況を各課へ通知し、公文書館と各課で判断の異なる簿冊（ 及び

）の取扱いについて協議を行いました（ については、双方の判断が一致しているため移管

に決定）。 

【公文書館のみ指定簿冊の協議結果】      【各課のみ指定簿冊の協議結果】 

状況 件数 割合 状況 件数 割合 

移管          148 25.2% 移管          1 0.6%

延長          416 70.9% 延長          11 6.8%

指定取消（＝廃棄）   23 3.9% 指定取消（＝廃棄）   150 92.6%

合計 587 100.0%  合計 162 100.0%

④ 移管指定協議終了 

令和２年度満了予定簿冊の最終的な状況は、下表のとおりとなりました。 

【令和２年度満了予定簿冊の最終状況（全体）】 

状況 件数 割合 

移管   ＋ ＋ ±※  382 0.3%

延長   ＋ ＋ ＋※  15,268 12.1%

満了（＝廃棄） 110,119 87.6%

合計 125,769 100.0%

※ 当初、双方で廃棄と判断したが、原課協議時に取扱いが移管へ変更された 1件を含む。 

また、双方で移管指定した簿冊（ ）のうち、延長・不存在へ変更された 373 件を除く。 

※  、 、 以外で、業務に使用する必要が新たに生じた等の理由により、各課による「延

長」判断後に追加で保存期間延長とされた件数（1,753 件）を含める。 

【令和２年度満了予定簿冊の最終状況（保存期間別）】 

状況

保存期間
公文書館への移管

保存する期間の 

延長 
満了（＝廃棄） 合計 

30 年以上 315 (4.6%) 4,186 (60.6%) 2,403 (34.8%) 6,904 (100.0%)

11～29 年 0 (0%) 351 (47.6%) 387 (52.4%) 738 (100.0%)

10 年 27 (0.3%) 4,153 (41.9%) 5,720 (57.8%) 9,900 (100.0%)

10 年未満 40 (0.1%) 6,578 (6.1%) 101,609 (93.8%) 108,227 (100.0%)

合計 382 (0.3%) 15,268 (12.1%) 110,119 (87.6%) 125,769 (100.0%)

⑤ 公文書管理審議会での意見聴取 

廃棄予定簿冊のうち 10 年以上保存されたものについて、公文書管理審議会で意見を聴取し、

最終的な移管簿冊・廃棄簿冊を決定します。


